
〇
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

国
家
公
安
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
の
身
分
証
明
書
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

谷

公
一

国
家
公
安
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
の
身
分
証
明
書
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

国
家
公
安
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
の
身
分
証
明
書
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号
）
は

、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
三
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。


